
別表〔第29条〕

表示灯

（個人）

タクシー

「タクシー」、「ＴＡＸＩ」又は「個人」

注 (1) 「タクシー」、「ＴＡＸＩ」又は「個人」の表示は、ペンキ等による横書

きとし、自動車の両側面に行うこと。

(2) 表示灯は、自動車の屋根の上に自動車の前後から見易いように装着するこ

と。


